
消費者庁主催の「消費者月間」について

５月１日（水）～５月３１日（金）までの一か月間

毎年５月を「消費者月間」とし、消費者庁では安全・安心で豊かに暮らすことがで
きる社会を実現するため、関係行政機関と連携して各種啓発活動を実施しています。
★悪質商法被害に遭わないために

〇偽ショッピングサイトに注意！
販売実態がないにもかかわらず、巧みに払込みだけをさせる悪質なサイトが出回

っています。見分け方として「.ｘｙｚ」など見慣れないドメインを使用している、
全ての商品が他のサイトと比較して大幅に割引されている、振込先口座の名義がサ
イト上の事業者や責任者名と異なる場合は注意しましょう。
〇フィッシングサイトに注意！

通販サイトを装い個人情報を盗むフィッシングサイトが存在します。
企業を装ってメールを送り、メールの受信者に、実在する企業の偽ウェブサイト

にアクセスさせて、クレジットカード番号等を入力させるなどして、
不正に個人情報を入手します。

★不審と思ったらすぐに相談してください
おかしいと感じたら、料金を支払う前に最寄りの警察署や消費生活

センターに相談をしてください。
警察安全相談電話は「＃９１１０」へ。

自転車の安全で適正な利用の促進について
〇自転車が関係する事故の当事者９８９人のうち、高齢者が３２９人（３３.３％）
と最も多く、次いで高校生１７４人（１７．６％）であり、高齢者と高校生で過半
数を占めています。

事故類型別では、自己転倒などの単独が４２１件（４３.３％）と最も多く、次い
で出会い頭が３０１件（３０.９％」）、右左折時事故が１６３件（１６.７％）と
なっています。

自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」を守り、安全に利用しま
しょう。
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